
令和５年度むつ市企業訪問応援助成金交付要綱

令 和５ 年 ４月 １日

むつ市告示第５９号

（趣旨）

第１条 市は、市内の企業における企業訪問を促進することを目的として、予算の

範囲内において、むつ市企業訪問応援助成金（以下「助成金」という。）を交付

するものとし、その交付については、むつ市補助金等に関する規則（昭和６１年

むつ市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の

定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

⑴ 企業訪問 次に掲げる区分に応じ、学生が、定められた期間、企業の現場等

でインターンシップ又は見学・取材に従事することをいう。

⑵ 大学 日本国内の大学、大学院及び短期大学をいう。

⑶ 学生 大学に在籍する者で、企業訪問を実施するものをいう。

⑷ 事業所 企業訪問を受け入れる市の区域内の事業所をいう。

（助成対象者及び助成金の額）

第３条 助成金の交付の対象となる者、費用の区分及び助成金の額は、別表のとお

りとする。

（申請書等）

第４条 学生が助成金の交付を申請する場合には、むつ市企業訪問応援助成金交付

申請書（学生用）（様式第１号）を企業訪問を実施した日から起算して３０日を

経過した日又は企業訪問を実施した日が属する年度の３月３１日のいずれか早い

期日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

⑴ 対象経費に係る領収書その他支払を証明できる書類

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 事業所が助成金の交付を申請する場合には、むつ市企業訪問応援助成金交付申

請書（事業所用）（様式第２号）を企業訪問を受け入れた日から起算して３０日

を経過した日又は企業訪問を受け入れた日が属する年度の３月３１日のいずれか



早い期日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

⑴ 企業訪問の実施内容等が分かる書類

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

３ 前２項に規定する申請書の提出を受けたときは、規則第１２条の規定による実

績報告があったものとみなす。

（交付の決定）

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

であると認めるときは、速やかに助成金の交付を決定し、当該申請者に通知する

ものとする。

２ 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第１３条の規定による

補助金の額の確定があったものとみなす。この場合において、補助金の額の通知

については、前項の規定による通知をもってされたものとする。

（申請の取下げの期日等）

第６条 規則第７条第１項の規定による助成金の交付の申請の取下げの期日は、助

成金の交付の決定の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。

２ 前項の取下げは、むつ市企業訪問応援助成金交付申請取下げ承認申請書（様式

第３号）を市長に提出して行うものとする。

（助成金の交付の方法）

第７条 助成金は、第５条第１項の規定による通知後に交付するものとする。

（助成金の返還）

第８条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号の

いずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した

助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

⑴ 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

⑵ 不正又は虚偽の申請により、助成金の交付の決定を受けたとき。

⑶ その他市長が必要があると認めるとき。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。



別表（第３条関係）

対象者 費用の区分 助成金の額

学生 交通費 企業訪問を実施するために要する公共交通機関の
利用に係る費用のうち、それぞれ次に掲げる額を
限度とする額。ただし、実施中の移動に係る費用
を除く。
⑴ 県内の大学から参加する場合 県内の居住
地から事業所の所在地までの往復に係る額

⑵ 県外の大学から参加する場合 助成対象者
１人につき５，０００円

宿泊費 企業訪問を実施するために要する宿泊施設の利用
に係る費用のうち、１泊当たり６，０００円、か
つ、５泊を限度とする額。ただし、見学・取材を
実施する場合については、１日につき２社以上の
訪問（移動日を除く。）に限る。

事業所 受け入れる学生１人につき１日当たり２，０００円。ただし、
１回の受入れにつき学生は２人までとし、実習期間は５日間を
限度とする。


